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平成２２年６月号 

 木々の緑が目に心地よい季節となりました。経済情勢は相変わらず厳しい状況にあるものの、衣替え

とも相俟って、多少は身も心も軽くなったような気がします。 

 日も長くなり、人々の活動も活発となってきています。統計では、製造業などで、時間外労働（残業）時

間数が増加していることが明らかとなっています。 

 景気の回復は大変喜ばしいことですが、産業活動の増大が労働災害の増加に繋がらないようにするこ

とが重要です。残念ながらその兆しが見られる状況にあり、気を引き締めて安全対策を推進しなければ

ならないと考えています。 

＜労働災害が急増！＞ 

 平成２１年の労働災害は、５月号でご紹介いたしましたとおり、前年より２１件、９．３％減少しましたが、

今年に入ってからは、逆に前年同期を上回る状況となっております。 

 全産業では、下のグラフのように、２月末まではほぼ前年並みとなっておりましたが、３月末では前年

同期より４件、８．９％の増加、４月末では１６件、３０．２％の増加となりました。業種別では、建設業、林

業、商業、保健衛生業、清掃業で増加しています。 

 全国安全週間準備期間である６月を迎え、この状況が続くことがないよう、当署としましても、関係団体

等とも連携して対策を講じてまいります。 

 

＜建設業の一斉監督の実施について＞ 

 岐阜労働局では、６月に、県下各労働基準監督署において、建設業の一斉監督を実施いたします。 

 岐阜県においては、建設業で、今年に入って既に５件（５月２５日現在、前年同期は０件）の死亡災害

が発生しており、大変憂慮すべき状況となっております。また、昨年６月に施行された改正労働安全衛生

規則（足場等における墜落防止措置の強化など）について、その遵守徹底を図ることが重要となっており

ます。 

 そこで、例年１２月に実施している一斉監督を、本年は６月にも実施することとなりました。 

 当署においても、署長以下各監督官により、改正安全衛生規則の遵守徹底を主として、建設工事現場

の臨検監督を実施いたします。 



＜飛騨地区労働安全衛生大会の開催について＞ 

 今月１１日に、飛騨・世界生活文化センターにおいて、（社）飛騨地区労働基準協会連合会の主催で

「平成２２年度飛騨地区労働安全衛生大会」が開催されます。当署も本大会を後援しており、担当課長

から安全週間の意義、事業場における取り組み事項等について説明をいたします。 

 この大会は、昨年度までは全業種一緒に開催しておりましたが、今年度については、午前中に第１部と

して建設業を対象とした大会を、午後は第２部として建設業以外の業種を対象とした大会を開催すること

といたしました。 

 当署担当者からの説明のほか、第１部では事例発表を、第２部では事例発表に加え、職場におけるメ

ンタルヘルス対策に関しての特別講演を予定しております。また、第１部については、国、県、市等の建

設工事発注者の皆様にも参加いただくこととしております。 

 例年４００名ほどの参加をいただいておりますが、本年度の参加申し込みについては、昨年を上回る状

況となっております。飛騨地域の職場が一層安全・安心なものとなるよう、参加者全員で様々な取り組み

を進める契機としたいと考えております。 

＜林業の安全講習会開催について＞ 

 ５月２６日（水）、飛騨・世界生活文化センターにおいて、林業における安全対策に関する講習会を開催

いたしました。 

 林業は、飛騨地域の主要産業の一つであり、従来から労働災害の発生率も高い業種でしたが、環境

政策の推進に伴い、今後間伐等の事業量の増加も見込まれ、労働災害がさらに増加することが懸念さ

れています。 

 今回の講習では、管理部門と現場作業班との連携強化、かかり木処理作業における安全対策、チェー

ンソーの歯との接触による災害の防止、リスクアセスメントの実施などについて説明を行い、今後の各事

業場での取り組みの徹底をお願いいたしました。 

 受講者は４８名で、管内の林業事業者の事業主や労務担当者の方々が受講されましたが、新規に林

業への参入をされた建設業の方も多く参加されており、今後の林業における安全対策を推進する上で有

意義な講習会となったものと考えております。 

＜労働保険の年度更新について＞ 

 本年度の労働保険の年度更新が始まりました。期間は６月１日から７月１２日までです。本年度におい

ては、雇用保険の保険料率が改定され、適用範囲も拡大（昨年度までは雇用期間の見込みが６か月以

上の労働者について適用されたものが、３１日以上の労働者まで適用されることになったもの。）されて

おりますので、お間違いのないよう、期間内に手続きをされるようお願いいたします。 

 当署では、署庁舎において受付を行うほか、下記のとおり出張窓口を設けて受付を行いますので、ぜ

ひご活用ください。 

   ６月２９日（火） １０：００～１５：００ 神岡町公民館 

   ６月３０日（水） １０：００～１５：００ 白川村商工会 

   ７月 １日（木） １０：００～１５：００ 下呂商工会 

   ７月 ２日（金） １０：００～１５：００ 萩原町商工会 
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